
令和８年第１回定例会は、３月３日に招集
され、会期を６日までの４日間として開催さ
れました。令和８年度一般会計及び各特別会
計予算、企業会計予算等の議案２１件、報告
１件を審議しました。

一般質問では２人の議員が質問に立ち、町
政に対する理事者の考えを質しました。
また、議会からは常任委員会報告１件、特

別委員会報告１件が提出されました。他に、
請願書１件の提出があり、民生文教常任委員
会へ付託されました。

・令和８年度一般会計予算に対して修正案を提出。
　全員一致で修正案を可決。

令和８年
第１回定例会

第１回定例会
審議結果

審議結果 【第１回定例会】令和８年３月３日～６日の審議結果は下記のとおりです。
◎＝全員一致で可決　　○＝賛成多数で可決　　●＝賛成少数で否決　　×＝賛成なしで否決

令和８年５月
233

発行・七飯町議会
編集・七飯町議会広報広聴特別委員会

区分 結果 番号 議　　件　　名　　等 継続審査・調査

議
　
案
　
等

予 算

修正可決 議案第 ８ 号 令和８年度七飯町一般会計予算
◎ 議案第 ９ 号 令和８年度七飯町国民健康保険特別会計予算
◎ 議案第１０号 令和８年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算
◎ 議案第１１号 令和８年度七飯町介護保険特別会計予算
◎ 議案第１２号 令和８年度七飯町水道事業会計予算
◎ 議案第１３号 令和８年度七飯町下水道事業会計予算

条例制定

◎ 令和７年
議案第５１号 七飯町デマンド型交通の運行に関する条例の制定について 総務経済常任委員会報告

◎ 令和７年
議案第５２号 社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の制定について 民生文教常任委員会報告

付　託 議案第１５号 七飯町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 民生文教常任委員会へ付託

条例改正

◎ 令和７年
議案第５５号 七飯町手数料条例の一部改正について 総務経済常任委員会報告

◎ 令和７年
議案第５６号 七飯町環境保全条例の一部改正について 総務経済常任委員会報告

◎ 議案第１６号 七飯町税条例の一部改正について
◎ 議案第１７号 七飯町高齢者福祉措置費用徴収条例の一部改正について

そ の 他 ◎ 議案第１４号 第６次七飯町総合計画の策定について

補正予算

◎ 議案第１８号 令和７年度七飯町一般会計補正予算（第１０号）
◎ 議案第１９号 令和７年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）
◎ 議案第２０号 令和７年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
◎ 議案第２１号 令和７年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第５号）
◎ 議案第２２号 令和７年度七飯町水道事業会計補正予算（第４号）
◎ 議案第２３号 令和７年度七飯町下水道事業会計補正予算（第４号）
◎ 議案第２４号 令和８年度七飯町一般会計補正予算（第１号）

意見書等
付　託 請願第 １ 号 再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインの実効性強化を求める請願書 民生文教常任委員会へ付託

◎ 発議案第２号 非核三原則の堅持と法制化を求める意見書

その他

報告済 報告第 １ 号 令和８年度一般財団法人北海道大沼国際交流協会事業計画及び予算の提出について
報告済 出納検査報告
報告済 定期監査報告
報告済 常任委員会報告（総務経済常任委員会）
承　認 議員の派遣について
許　可 閉会中の継続調査の申し出について
承　認 閉会中の委員会活動の承認について
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条
例
制
定

◆�

七
飯
町
デ
マ
ン
ド
型
交
通
の
運
行
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

現
在
実
施
し
て
い
る
大
沼
地
区
移
動
支
援

実
証
実
験
に
つ
い
て
、
令
和
８
年
４
月
１
日

よ
り
有
償
（
１
回
に
つ
き
500
円
）
に
よ
る
本

格
運
行
を
実
施
す
る
た
め
条
例
を
制
定
。

︹
令
和
８
年
４
月
１
日
施
行
︺

◆�

社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
助
成
の
手
続
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

社
会
福
祉
法
第
５８
条
第
１
項
に
基
づ
き
、

社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
助
成
の
手
続
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
条
例
を
制
定
。

︹
令
和
８
年
４
月
１
日
施
行
︺

◆�

七
飯
町
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

慎
重
を
期
す
た
め
民
生
文
教
常
任
委
員
会

へ
付
託
し
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
し
た
。

条
例
改
正

◆�

七
飯
町
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
の
現
況
証
明
手
数
料
に
つ
い

て
、
前
回
見
直
し
か
ら
２６
年
が
経
過
し
、
ま

た
近
年
、
人
件
費
・
物
価
等
の
業
務
コ
ス
ト

全
体
の
上
昇
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
改
正
。

︹
令
和
８
年
４
月
１
日
施
行
︺

◆�

七
飯
町
環
境
保
全
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

開
発
行
為
許
可
申
請
手
数
料
に
つ
い
て
、

公
費
負
担
と
受
益
者
負
担
の
公
平
性
確
保
の

観
点
か
ら
、
社
会
情
勢
等
の
変
化
に
応
じ
適

正
な
単
価
に
改
定
。

︹
令
和
８
年
４
月
１
日
施
行
︺

◆
七
飯
町
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

お
い
て
公
示
送
達
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
同
様
に
改
正
。

︹
令
和
８
年
５
月
２１
日
施
行
︺

◆�

七
飯
町
高
齢
者
福
祉
措
置
費
用
徴
収
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

町
が
老
人
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
措
置
を
実
施
し
た
際
に

本
人
か
ら
徴
収
す
る
徴
収
金
に
つ
い
て
、
介

護
保
険
法
に
基
づ
く
利
用
者
負
担
額
と
同
一

水
準
と
す
る
た
め
改
正
。

︹
令
和
８
年
４
月
１
日
施
行
︺

令
和
８
年
度
予
算

　

一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て
、
防
災
行
政
無

線
親
局
設
備
等
更
新
委
託
料
を
削
除
す
る
修

正
案
を
議
員
よ
り
提
出
し
、
修
正
案
を
全
員

一
致
で
可
決
。

補
正
予
算

�

◆
七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
10
号
︶

補
正
額
:
１
億
９
千
４
百
884
千
円

決
算
見
込
み
に
よ
る
も
の
の
他
、
大
中
山

中
学
校
空
調
設
備
設
置
工
事
、
大
中
山
中
学

校
普
通
教
室
棟
ト
イ
レ
改
修
工
事
等
に
伴
う

補
正
。

◆�

七
飯
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
︵
第
４
号
︶

補
正
額
:
▲
１
千
８
百
009
千
円

◆�

七
飯
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正

予
算
︵
第
３
号
︶�

補
正
額
:
▲
47
千
円

◆�

七
飯
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

︵
第
５
号
︶�

補
正
額
:
７
千
610
千
円

◆�

七
飯
町
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
︵
第
４

号
︶
支
出
補
正
額
:
▲
２
千
８
百
196
千
円

◆�

七
飯
町
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
︵
第

４
号
︶支

出
補
正
額
:
▲
４
千
４
百
347
千
円

◆�

令
和
８
年
度
七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算

︵
第
１
号
︶�

補
正
額
:
１
百
743
千
円

大
沼
お
出
か
け
号
の
運
行
経
費
を
補
正
。

報　
　
　

告

◆�

令
和
８
年
度
一
般
財
団
法
人
北
海
道
大
沼

国
際
交
流
協
会
事
業
計
画
及
び
予
算
の
提

出
に
つ
い
て

そ

の

他

◆�

第
６
次
七
飯
町
総
合
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

◆
議
員
の
派
遣
に
つ
い
て

◆
閉
会
中
の
継
続
調
査
の
申
出
に
つ
い
て

◆
閉
会
中
の
委
員
会
活
動
の
承
認
に
つ
い
て

請

願

◆�

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
実
効
性
強
化

を
求
め
る
請
願
書

民
生
文
教
常
任
委
員
会
へ
付
託
。

発
議
案（
意
見
書
）

◆
次
の
意
見
書
に
つ
い
て
可
決

◎�

非
核
三
原
則
の
堅
持
と
法
制
化
を
求
め
る

意
見
書

（
１
月
26
日
） 

臨
時
会

令
和
８
年 

第
１
回

◆�

七
飯
町
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
一
般
職
と
同
様
に

人
事
院
勧
告
に
合
わ
せ
た
合
計
支
給
率
と
な

る
よ
う
に
改
正
。（
支
給
率
4.65
月
）

◆�

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て
︻
七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
８

号
︶︼�

補
正
額
:
２
千
２
百
893
千
円

衆
議
院
議
員
総
選
挙
執
行
費
に
つ
い
て
補
正
。

◆�

七
飯
町
附
属
機
関
設
置
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

◆�

七
飯
町
特
別
職
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

◆�

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

◆�

七
飯
町
特
別
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆�

七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
９
号
︶

補
正
額
:
１
億
４
千
１
百
723
千
円

峠
下
４
号
線
改
良
事
業
費
等
を
補
正
。

◆�

七
飯
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
︵
第
３
号
︶�

補
正
額
:
698
千
円

◆�

七
飯
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
第

︵
４
号
︶
補
正
額
:
266
千
円

◆�

七
飯
町
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
︵
第
３

号
︶�

補
正
額
:
887
千
円

◆�

七
飯
町
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
︵
第

３
号
︶�

補
正
額
:
227
千
円

審
議
し
て
決
ま
っ
た
こ
と

令
和
８
年
第
１
回
定
例
会

【令和８年度予算〔骨格予算〕】
　令和８年度は町長選挙のため、義務的経
費等を主体とした骨格予算となっている。
一般会計� １２,８６２,３０７千円
特別会計　国民健康保険� ３,１８６,５００千円
　　　　　後期高齢者医療� ６２８,５００千円
　　　　　介護保険� ３,００２,５００千円
水道事業会計
　収益的収入� ６３３,２７０千円
　収益的支出� ５５１,８５０千円
　資本的収入� ３５８,２３０千円
　資本的支出� ５５２,4７５千円
下水道事業会計
　収益的収入� ８３０,２4０千円
　収益的支出� ８２０,３１０千円
　資本的収入� 4２８,５５８千円
　資本的支出� ６１８,２５８千円
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令和８年第１回定例会は、３月３日に招集
され、会期を６日までの４日間として開催さ
れました。令和８年度一般会計及び各特別会
計予算、企業会計予算等の議案２１件、報告
１件を審議しました。

一般質問では２人の議員が質問に立ち、町
政に対する理事者の考えを質しました。
また、議会からは常任委員会報告１件、特
別委員会報告１件が提出されました。他に、
請願書１件の提出があり、民生文教常任委員
会へ付託されました。

・令和８年度一般会計予算に対して修正案を提出。
　全員一致で修正案を可決。

令和８年
第１回定例会

第１回定例会
審議結果

審議結果 【第１回定例会】令和８年３月３日～６日の審議結果は下記のとおりです。
◎＝全員一致で可決　　○＝賛成多数で可決　　●＝賛成少数で否決　　×＝賛成なしで否決

令和８年５月
233

発行・七飯町議会
編集・七飯町議会広報広聴特別委員会

区分 結果 番号 議　　件　　名　　等 継続審査・調査

議
　
案
　
等

予 算

修正可決 議案第 ８ 号 令和８年度七飯町一般会計予算
◎ 議案第 ９ 号 令和８年度七飯町国民健康保険特別会計予算
◎ 議案第１０号 令和８年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算
◎ 議案第１１号 令和８年度七飯町介護保険特別会計予算
◎ 議案第１２号 令和８年度七飯町水道事業会計予算
◎ 議案第１３号 令和８年度七飯町下水道事業会計予算

条例制定

◎ 令和７年
議案第５１号 七飯町デマンド型交通の運行に関する条例の制定について 総務経済常任委員会報告

◎ 令和７年
議案第５２号 社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の制定について 民生文教常任委員会報告

付　託 議案第１５号 七飯町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 民生文教常任委員会へ付託

条例改正

◎ 令和７年
議案第５５号 七飯町手数料条例の一部改正について 総務経済常任委員会報告

◎ 令和７年
議案第５６号 七飯町環境保全条例の一部改正について 総務経済常任委員会報告

◎ 議案第１６号 七飯町税条例の一部改正について
◎ 議案第１７号 七飯町高齢者福祉措置費用徴収条例の一部改正について

そ の 他 ◎ 議案第１４号 第６次七飯町総合計画の策定について

補正予算

◎ 議案第１８号 令和７年度七飯町一般会計補正予算（第１０号）
◎ 議案第１９号 令和７年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）
◎ 議案第２０号 令和７年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
◎ 議案第２１号 令和７年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第５号）
◎ 議案第２２号 令和７年度七飯町水道事業会計補正予算（第４号）
◎ 議案第２３号 令和７年度七飯町下水道事業会計補正予算（第４号）
◎ 議案第２４号 令和８年度七飯町一般会計補正予算（第１号）

意見書等
付　託 請願第 １ 号 再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインの実効性強化を求める請願書 民生文教常任委員会へ付託

◎ 発議案第２号 非核三原則の堅持と法制化を求める意見書

その他

報告済 報告第 １ 号 令和８年度一般財団法人北海道大沼国際交流協会事業計画及び予算の提出について
報告済 出納検査報告
報告済 定期監査報告
報告済 常任委員会報告（総務経済常任委員会）
承　認 議員の派遣について
許　可 閉会中の継続調査の申し出について
承　認 閉会中の委員会活動の承認について
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条
例
制
定

◆�

七
飯
町
デ
マ
ン
ド
型
交
通
の
運
行
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

現
在
実
施
し
て
い
る
大
沼
地
区
移
動
支
援

実
証
実
験
に
つ
い
て
、
令
和
８
年
４
月
１
日

よ
り
有
償
（
１
回
に
つ
き
500
円
）
に
よ
る
本

格
運
行
を
実
施
す
る
た
め
条
例
を
制
定
。

︹
令
和
８
年
４
月
１
日
施
行
︺

◆�

社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
助
成
の
手
続
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

社
会
福
祉
法
第
５８
条
第
１
項
に
基
づ
き
、

社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
助
成
の
手
続
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
条
例
を
制
定
。

︹
令
和
８
年
４
月
１
日
施
行
︺

◆�

七
飯
町
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

慎
重
を
期
す
た
め
民
生
文
教
常
任
委
員
会

へ
付
託
し
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
し
た
。

条
例
改
正

◆�

七
飯
町
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
の
現
況
証
明
手
数
料
に
つ
い

て
、
前
回
見
直
し
か
ら
２６
年
が
経
過
し
、
ま

た
近
年
、
人
件
費
・
物
価
等
の
業
務
コ
ス
ト

全
体
の
上
昇
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
改
正
。

︹
令
和
８
年
４
月
１
日
施
行
︺

◆�

七
飯
町
環
境
保
全
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

開
発
行
為
許
可
申
請
手
数
料
に
つ
い
て
、

公
費
負
担
と
受
益
者
負
担
の
公
平
性
確
保
の

観
点
か
ら
、
社
会
情
勢
等
の
変
化
に
応
じ
適

正
な
単
価
に
改
定
。

︹
令
和
８
年
４
月
１
日
施
行
︺

◆
七
飯
町
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

お
い
て
公
示
送
達
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
同
様
に
改
正
。

︹
令
和
８
年
５
月
２１
日
施
行
︺

◆�

七
飯
町
高
齢
者
福
祉
措
置
費
用
徴
収
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

町
が
老
人
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
措
置
を
実
施
し
た
際
に

本
人
か
ら
徴
収
す
る
徴
収
金
に
つ
い
て
、
介

護
保
険
法
に
基
づ
く
利
用
者
負
担
額
と
同
一

水
準
と
す
る
た
め
改
正
。

︹
令
和
８
年
４
月
１
日
施
行
︺

令
和
８
年
度
予
算

　

一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て
、
防
災
行
政
無

線
親
局
設
備
等
更
新
委
託
料
を
削
除
す
る
修

正
案
を
議
員
よ
り
提
出
し
、
修
正
案
を
全
員

一
致
で
可
決
。

補
正
予
算

�

◆
七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
10
号
︶

補
正
額
:
１
億
９
千
４
百
884
千
円

決
算
見
込
み
に
よ
る
も
の
の
他
、
大
中
山

中
学
校
空
調
設
備
設
置
工
事
、
大
中
山
中
学

校
普
通
教
室
棟
ト
イ
レ
改
修
工
事
等
に
伴
う

補
正
。

◆�

七
飯
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
︵
第
４
号
︶

補
正
額
:
▲
１
千
８
百
009
千
円

◆�

七
飯
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正

予
算
︵
第
３
号
︶�

補
正
額
:
▲
47
千
円

◆�

七
飯
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

︵
第
５
号
︶�

補
正
額
:
７
千
610
千
円

◆�

七
飯
町
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
︵
第
４

号
︶
支
出
補
正
額
:
▲
２
千
８
百
196
千
円

◆�

七
飯
町
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
︵
第

４
号
︶支

出
補
正
額
:
▲
４
千
４
百
347
千
円

◆�

令
和
８
年
度
七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算

︵
第
１
号
︶�

補
正
額
:
１
百
743
千
円

大
沼
お
出
か
け
号
の
運
行
経
費
を
補
正
。

報　
　
　

告

◆�

令
和
８
年
度
一
般
財
団
法
人
北
海
道
大
沼

国
際
交
流
協
会
事
業
計
画
及
び
予
算
の
提

出
に
つ
い
て

そ

の

他

◆�
第
６
次
七
飯
町
総
合
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

◆
議
員
の
派
遣
に
つ
い
て

◆
閉
会
中
の
継
続
調
査
の
申
出
に
つ
い
て

◆
閉
会
中
の
委
員
会
活
動
の
承
認
に
つ
い
て

請

願

◆�

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
実
効
性
強
化

を
求
め
る
請
願
書

民
生
文
教
常
任
委
員
会
へ
付
託
。

発
議
案（
意
見
書
）

◆
次
の
意
見
書
に
つ
い
て
可
決

◎�

非
核
三
原
則
の
堅
持
と
法
制
化
を
求
め
る

意
見
書

（
１
月
26
日
） 

臨
時
会

令
和
８
年 

第
１
回

◆�

七
飯
町
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
一
般
職
と
同
様
に

人
事
院
勧
告
に
合
わ
せ
た
合
計
支
給
率
と
な

る
よ
う
に
改
正
。（
支
給
率
4.65
月
）

◆�

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て
︻
七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
８

号
︶︼�

補
正
額
:
２
千
２
百
893
千
円

衆
議
院
議
員
総
選
挙
執
行
費
に
つ
い
て
補
正
。

◆�

七
飯
町
附
属
機
関
設
置
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

◆�

七
飯
町
特
別
職
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

◆�

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

◆�

七
飯
町
特
別
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆�

七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
９
号
︶

補
正
額
:
１
億
４
千
１
百
723
千
円

峠
下
４
号
線
改
良
事
業
費
等
を
補
正
。

◆�

七
飯
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
︵
第
３
号
︶�

補
正
額
:
698
千
円

◆�

七
飯
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
第

︵
４
号
︶
補
正
額
:
266
千
円

◆�

七
飯
町
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
︵
第
３

号
︶�

補
正
額
:
887
千
円

◆�

七
飯
町
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
︵
第

３
号
︶�

補
正
額
:
227
千
円

審
議
し
て
決
ま
っ
た
こ
と

令
和
８
年
第
１
回
定
例
会

【令和８年度予算〔骨格予算〕】
　令和８年度は町長選挙のため、義務的経
費等を主体とした骨格予算となっている。
一般会計� １２,８６２,３０７千円
特別会計　国民健康保険� ３,１８６,５００千円
　　　　　後期高齢者医療� ６２８,５００千円
　　　　　介護保険� ３,００２,５００千円
水道事業会計
　収益的収入� ６３３,２７０千円
　収益的支出� ５５１,８５０千円
　資本的収入� ３５８,２３０千円
　資本的支出� ５５２,4７５千円
下水道事業会計
　収益的収入� ８３０,２4０千円
　収益的支出� ８２０,３１０千円
　資本的収入� 4２８,５５８千円
　資本的支出� ６１８,２５８千円
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各委員会の活動報告
総務経済常任委員会　所管事務調査：道路維持管理の現状について
近年の道路維持管理においては、町直営の土木作業員が減少傾向であることから、町道の草刈業務や除

排雪業務等の維持管理業務を民間事業者へ委託する傾向にある。令和７年度においては、町直営の土木作
業員による草刈業務において遅延が見られ、住民から苦情の声があがっていたことから、土木作業員の人
員確保を検討願いたい。
また、除排雪作業において現地調査及び除雪車両に設置しているドライブレコーダーの録画動画を確認

した結果、以下の点について委員会として要望する。
①児童・生徒の通学路については、安全確保の観点から交差点等の排雪を適宜行う事、②町道の除排雪

については、天候・気温・降雨・降雪等の状況確認を徹底し、交通に支障が無いよう速やかに対応すること、③委託事
業者が提出する報告書にアルコールチェック項目欄を追加し、アルコールチェック管理業務を徹底すること、④町民に
よる民地から町道への雪出しは、道路法や道路交通法で禁止されており、罰則の対象となる行為である。交通の妨げや
事故の原因となるため、雪出し行為を行う町民に対して対応を厳しく行うこと。

特別委員会報告：第６次七飯町総合計画に関する調査特別委員会
七飯町は今後、少子高齢化の進行等により人口減少が進み、併せて税収が減少し自主財源の確保が一層

厳しくなると予想され、町民・行政・議会が一体となり、それぞれの役割、責務を果たし、まちづくりを
進めていかなければならないと考える。
第６次七飯町総合計画については、先を見通した財源の確保と、着手すべき事業の優先順位を十分に勘

案しながら、各事業の個別計画をしっかりと精査し、住民の意見を反映した中で町と議会が協力し合い、
一つ一つの事業を確実に遂行することが必要である。

総務常任委員会　付託事件：令和７年議案第５１号
 七飯町デマンド型交通の運行に関する条例の制定について
委員会において、令和８年４月１日から施行する「デマンド型交通の運行に関する条例施行規則」の内

容を確認し、今後町内全域において運用できるようにするため、施行規則第７条に規定している乗車券の
購入については、大中山出張所を加えることを確認した。
また、大沼お出かけ号の使用料については１回の乗車に付き５００円と規定している。渡島・桧山管

内の他自治体で運行している予約型バスや巡回バスの運用方法や状況等を確認したところ、金額は１回
５００円以内であった。七飯町のデマンド型交通の運行における利用料金を５００円以内としたことにつ
いては、令和６年度に行った大沼地区移動支援実証実験利用者使用金額アンケートの結果からも適正な金
額である。
以上のことを踏まえ、委員会において慎重に審査をしたところ、現在、町が取り組む重要施策の一つとして、交通空

白地域の解消及び高齢者の交通手段の確保が求められており、採決を行った結果、全員一致で原案のとおり可決すべき
ものと決定した。

民生文教常任委員会　付託事件： 令和７年議案第５２号　社会福祉法人に対する助成
の手続に関する条例の制定について

町ではこれまで町内の社会福祉法人に対する助成の手続きは、七飯町補助金等交付規則・七飯町財務会計規則・財産
の交換、譲与、無償貸付等及び行政財産の使用料に関する条例に基づき実施していたところである。
一方、社会福祉法においては、条例で定めなければならないとされていることから、新たに社会福祉法人に対する助

成の手続きに関し必要な事項を定める条例を制定するものである。
委員会において慎重に審査をしたところ、社会福祉法人に対する助成の手続に関する基本的な事項等について条例で

定めるものであり、採決を行った結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。

総務経済常任委員会　付託事件： 令和７年議案第５５号七飯町手数料条例の一部改正について
「農業委員会の現況証明手数料」の手数料額を、近年の人件費・物価等の業務コスト全体の上昇がみられることから、

農業委員会事務等を円滑かつ適正に処理するため条例の一部を改正しようとするものである。
改正の内容は、手数料を徴収する事項及び金額を定める第２条、別表３０の項中、農業委員会の現況証明手数料１件

につき（３筆まで）の手数料額「１，０００円」を「１，４００円」と改めるものである。
条例の一部改正の内容を審査したところ、前回の見直しから２６年経過しており、近年の物価上昇を考慮した結果、

農業委員会事務等を円滑かつ適正に処理するため条例の一部改正をしようとするものであり、採決の結果、全員一致で
原案のとおり可決すべきものと決定した。

総務経済常任委員会　付託事件： 令和７年議案第５６号七飯町環境保全条例の一部改正について
条例に基づく開発行為許可申請手数料が、七飯町手数料条例別表３３の項中「都市計画法第２９条第１項又は第２項

の規定に基づく開発行為許可申請手数料」と乖離が生じており、公費負担と受益者負担の公平性確保の観点から、社会
経済情勢等の変化に応じ適正な単価に改正するため、条例の一部を改正しようとするものである。

※各委員会からの報告書を抜粋して掲載しています

報告書全文
は町ＨＰへ

報告書全文
は町ＨＰへ

議案第51、
52、55、56号
の全文はこ
ちら
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条例の一部改正の内容を審査したところ、北海道自然環境等保全条例と相まって環境の適正な保全を総合的に推進す
るとともに、町の区域内における無秩序な開発を防止し、もって地域住民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること
を目的として条例の一部改正をしようとするものであり、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定
した。

総務経済常任委員会　付託事件：令和７年議案第５３号
　　　　　　　　　　　　　　　七飯町附属機関設置条例の制定について
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づく附属機関については、条
例において規定することとされており、これまで個別の条例において設置してきたところである。
しかし、町及び教育委員会において、要綱等により設置している委員会等が存在しており、特別職非常
勤職員の報酬額の見直しにあわせてこれらを整理した結果、附属機関に該当する委員会については、その
設置根拠及び任用根拠を明らかにし、当委員会に付託された令和７年議案第５３号七飯町附属機関設置条
例（以下「条例」という。）において整理し、あらたにこの条例を制定するものである。
条例の内容を審査したところ、法の定めに従い、制定しようとするものであり、このことを踏まえ採決
の結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。

総務経済常任委員会　付託事件： 令和７年議案第５４号　七飯町特別職非常勤職員の
報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

条例の内容を審査したところ、町は七飯町特別職報酬等審議会に対し諮問し、見直しが適正である旨の答申を得たこ
とから、当該答申に基づきこの条例を改正しようとするものであり、このことを踏まえ採決の結果、全員一致で原案の
とおり可決すべきものと決定した。
 付帯意見 
別表第４の区分、特に「投票所の投票立会人」に関しては、投票所設置における人材確保を要する観点、また、投票
時間が午前７時から午後８時までの１３時間に及び長時間拘束することへの配慮、特別職非常勤職員である投票立会人
には最低賃金法が適用されないことへの社会的説明責任への対応など、これら３点を踏まえて令和８年度中に再精査、
再検討することを委員会として望むものである。

議案第53、
54号の全文
はこちら

ＳＮＳ公式アカウント開設のお知らせ
七飯町議会では、Facebook及びInstagram

に公式アカウントを開設しました。
各委員会の開催状況などを議員自らアップして

いきますので、ぜひフォローしていただければと
思います。

七飯町議会
Instagram
アカウント

七飯町議会
Facebook
アカウント
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各委員会の活動報告
総務経済常任委員会　所管事務調査：道路維持管理の現状について
近年の道路維持管理においては、町直営の土木作業員が減少傾向であることから、町道の草刈業務や除
排雪業務等の維持管理業務を民間事業者へ委託する傾向にある。令和７年度においては、町直営の土木作
業員による草刈業務において遅延が見られ、住民から苦情の声があがっていたことから、土木作業員の人
員確保を検討願いたい。
また、除排雪作業において現地調査及び除雪車両に設置しているドライブレコーダーの録画動画を確認
した結果、以下の点について委員会として要望する。
①児童・生徒の通学路については、安全確保の観点から交差点等の排雪を適宜行う事、②町道の除排雪
については、天候・気温・降雨・降雪等の状況確認を徹底し、交通に支障が無いよう速やかに対応すること、③委託事
業者が提出する報告書にアルコールチェック項目欄を追加し、アルコールチェック管理業務を徹底すること、④町民に
よる民地から町道への雪出しは、道路法や道路交通法で禁止されており、罰則の対象となる行為である。交通の妨げや
事故の原因となるため、雪出し行為を行う町民に対して対応を厳しく行うこと。

特別委員会報告：第６次七飯町総合計画に関する調査特別委員会
七飯町は今後、少子高齢化の進行等により人口減少が進み、併せて税収が減少し自主財源の確保が一層
厳しくなると予想され、町民・行政・議会が一体となり、それぞれの役割、責務を果たし、まちづくりを
進めていかなければならないと考える。
第６次七飯町総合計画については、先を見通した財源の確保と、着手すべき事業の優先順位を十分に勘
案しながら、各事業の個別計画をしっかりと精査し、住民の意見を反映した中で町と議会が協力し合い、
一つ一つの事業を確実に遂行することが必要である。

総務常任委員会　付託事件：令和７年議案第５１号
 七飯町デマンド型交通の運行に関する条例の制定について
委員会において、令和８年４月１日から施行する「デマンド型交通の運行に関する条例施行規則」の内
容を確認し、今後町内全域において運用できるようにするため、施行規則第７条に規定している乗車券の
購入については、大中山出張所を加えることを確認した。
また、大沼お出かけ号の使用料については１回の乗車に付き５００円と規定している。渡島・桧山管
内の他自治体で運行している予約型バスや巡回バスの運用方法や状況等を確認したところ、金額は１回
５００円以内であった。七飯町のデマンド型交通の運行における利用料金を５００円以内としたことにつ
いては、令和６年度に行った大沼地区移動支援実証実験利用者使用金額アンケートの結果からも適正な金
額である。
以上のことを踏まえ、委員会において慎重に審査をしたところ、現在、町が取り組む重要施策の一つとして、交通空
白地域の解消及び高齢者の交通手段の確保が求められており、採決を行った結果、全員一致で原案のとおり可決すべき
ものと決定した。

民生文教常任委員会　付託事件： 令和７年議案第５２号　社会福祉法人に対する助成
の手続に関する条例の制定について

町ではこれまで町内の社会福祉法人に対する助成の手続きは、七飯町補助金等交付規則・七飯町財務会計規則・財産
の交換、譲与、無償貸付等及び行政財産の使用料に関する条例に基づき実施していたところである。
一方、社会福祉法においては、条例で定めなければならないとされていることから、新たに社会福祉法人に対する助
成の手続きに関し必要な事項を定める条例を制定するものである。
委員会において慎重に審査をしたところ、社会福祉法人に対する助成の手続に関する基本的な事項等について条例で
定めるものであり、採決を行った結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。

総務経済常任委員会　付託事件： 令和７年議案第５５号七飯町手数料条例の一部改正について
「農業委員会の現況証明手数料」の手数料額を、近年の人件費・物価等の業務コスト全体の上昇がみられることから、
農業委員会事務等を円滑かつ適正に処理するため条例の一部を改正しようとするものである。
改正の内容は、手数料を徴収する事項及び金額を定める第２条、別表３０の項中、農業委員会の現況証明手数料１件
につき（３筆まで）の手数料額「１，０００円」を「１，４００円」と改めるものである。
条例の一部改正の内容を審査したところ、前回の見直しから２６年経過しており、近年の物価上昇を考慮した結果、
農業委員会事務等を円滑かつ適正に処理するため条例の一部改正をしようとするものであり、採決の結果、全員一致で
原案のとおり可決すべきものと決定した。

総務経済常任委員会　付託事件： 令和７年議案第５６号七飯町環境保全条例の一部改正について
条例に基づく開発行為許可申請手数料が、七飯町手数料条例別表３３の項中「都市計画法第２９条第１項又は第２項
の規定に基づく開発行為許可申請手数料」と乖離が生じており、公費負担と受益者負担の公平性確保の観点から、社会
経済情勢等の変化に応じ適正な単価に改正するため、条例の一部を改正しようとするものである。

※各委員会からの報告書を抜粋して掲載しています

報告書全文
は町ＨＰへ

報告書全文
は町ＨＰへ

議案第51、
52、55、56号
の全文はこ
ちら
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条例の一部改正の内容を審査したところ、北海道自然環境等保全条例と相まって環境の適正な保全を総合的に推進す
るとともに、町の区域内における無秩序な開発を防止し、もって地域住民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること
を目的として条例の一部改正をしようとするものであり、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定
した。

総務経済常任委員会　付託事件：令和７年議案第５３号
　　　　　　　　　　　　　　　七飯町附属機関設置条例の制定について
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づく附属機関については、条
例において規定することとされており、これまで個別の条例において設置してきたところである。
しかし、町及び教育委員会において、要綱等により設置している委員会等が存在しており、特別職非常
勤職員の報酬額の見直しにあわせてこれらを整理した結果、附属機関に該当する委員会については、その
設置根拠及び任用根拠を明らかにし、当委員会に付託された令和７年議案第５３号七飯町附属機関設置条
例（以下「条例」という。）において整理し、あらたにこの条例を制定するものである。
条例の内容を審査したところ、法の定めに従い、制定しようとするものであり、このことを踏まえ採決
の結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。

総務経済常任委員会　付託事件： 令和７年議案第５４号　七飯町特別職非常勤職員の
報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

条例の内容を審査したところ、町は七飯町特別職報酬等審議会に対し諮問し、見直しが適正である旨の答申を得たこ
とから、当該答申に基づきこの条例を改正しようとするものであり、このことを踏まえ採決の結果、全員一致で原案の
とおり可決すべきものと決定した。
 付帯意見 
別表第４の区分、特に「投票所の投票立会人」に関しては、投票所設置における人材確保を要する観点、また、投票
時間が午前７時から午後８時までの１３時間に及び長時間拘束することへの配慮、特別職非常勤職員である投票立会人
には最低賃金法が適用されないことへの社会的説明責任への対応など、これら３点を踏まえて令和８年度中に再精査、
再検討することを委員会として望むものである。

議案第53、
54号の全文
はこちら

ＳＮＳ公式アカウント開設のお知らせ
七飯町議会では、Facebook及びInstagram

に公式アカウントを開設しました。
各委員会の開催状況などを議員自らアップして
いきますので、ぜひフォローしていただければと
思います。

七飯町議会
Instagram
アカウント

七飯町議会
Facebook
アカウント
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議
員

Q
町
内
で
太
陽
光
発
電
施
設
等
を
建
設
す
る

場
合
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
あ
る
が
、
規
制
で

き
る
条
例
で
は
な
い
。
最
近
で
は
全
国
各
地

で
環
境
破
壊
や
土
砂
崩
れ
に
つ
な
が
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
設
を
規
制
す
る
動
き
が

出
て
い
る
。
当
町
も
施
設
撤
去
費
用
を
確
保

で
き
る
仕
組
み
を
含
め
た
規
制
強
化
に
向
け

て
条
例
制
定
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

A
環
境
配
慮
と
地
域
と
の
共
生
を
図
る
目
的

の
町
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
各
地
で
起
き
て
い

る
問
題
を
防
ぐ
た
め
に
も
見
直
し
し
た
い
。

ま
た
、
条
例
制
定
に
つ
い
て
は
各
自
治
体
の

状
況
を
参
考
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

そ
の
他
の
質
問　

町
内
街
路

灯
の
交
換
時
期
に
つ
い
て

動画で確認

動画で確認
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